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共 催 会場地市町村 会場地市町村教育委員会 

後 援 スポーツ庁 

主 管 （公財）富山県スポーツ協会 富山県各競技団体 

この事業は、競輪の補助金を受けて実施しています。 

 



- 1 - 

 

第 46回北信越国民スポーツ大会実施要項 目 次 
 

 

１ 大会日程・競技会場・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

 

２ 総 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

 

３ 実施要項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０ 

 

４ 関係団体一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６ 

 

５ 会場地市町スポーツ主管課・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６ 

 

６ 実行委員会事務局・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６ 

 

７ 第 46 回北信越国民スポーツ大会参加選手・監督【交代（変更）届・棄権届】・・・・・・・・２７



- 1 - 

 

  
22日(金) 23日(土) 24日(日) 郵便番号 住所・電話番号

8/1(金) 8/2(土) 8/3(日)
● ☆　○ ○　★

7/18(金) 7/19(土) 7/20(日)
● ●　○ ☆○★

7/4(金) 7/5(土) 7/6(日)

● ☆　○ ○　★

7/5(土) 7/6(日) 富山市岩瀬古志町

☆　○ ○　★ 076-421-8420

7/12(土) 7/13(日)

☆　● ○　★

8/15(金) 8/16(土) 富山市秋ヶ島183

● ☆○★ 076-429-5455

富山市下飯野30-1

076-451-0900

富山市婦中町砂子田1-1

076-465-5501

富山市森5-1-17

076-438-4880

7/27(日)

○  ★

富山市山田中瀬2

076-457-2557

7/18(金) 7/19(土) 7/20(日) 富山市千歳町1-1

● ☆　○ ○　★ 076-431-2131

8/8(金) 8/9(土) 8/10(日) 高岡 スポー ツコ ア サッカー・ラ グビ ー場 高岡市二塚428-1

〇 ○ ○　★ 高 岡 ス ポ ー ツ コ ア ・ 芝 生 広 場 0766-20-1155

高岡市二塚428-1

0766-20-1155

高岡市早川222-1

0766-26-6001

8/8(金) 8/9(土) 8/10(日) 射水市海竜町23-1

〇 ○ ○　★ 0766-30-3311

7/12(土) 7/13(日) 射水市久々湊467

☆●○ ●○★ 0766-82-8277

射水市戸破3111

0766-55-3000

5/31(土) 6/1(日) 射水市梅木66-2

● ☆○★ 090-2122-2353（佐伯携帯）

8/15(金) 8/16(土) 8/17(日)
● ☆　○ ○　★

黒 部 市 中 ノ 口 黒部市宇奈月町中ノ口地内

緑 地 公 園 運 動 広 場 0765-65-0551

8/8(金) 8/9(土) 8/10(日) 滑川市高月町129

〇 ○ ○　★ 076-476-0427

滑川市柳原238

076-475-8580

氷見市鞍川43-1

0766-74-8500

小矢部市藤森字晩田山65
0766-67-7686（小矢部市文化スポーツセンター）

小 矢 部 ホ ッ ケ ー フ ィ ー ル ド 小矢部市杉谷内15-1

by 三 井 ア ウ ト レ ッ ト パ ー ク 0766-67-7686（小矢部市文化スポーツセンター）

6/26(木) 6/27（金) 小矢部市興法寺1

● ○　★ 0766-61-3000

砺波市柳瀬241

0763-33-3412

7/19(土) 7/20(日) 南砺市桂字大沼1-40

●　☆ ○　★ 桂湖ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ 0763-67-3120

南砺市寺家字八田島321-1

0763-22-1115

南砺市才川七34

0763-55-1938

7/26(土) 南砺市立野原東1511

☆　○ 0763-62-8123

8/17(日) 南砺市寺家字八田島321-1

☆○★ 0763-22-1115

8/15(金) 8/16(土) 8/17(日) 上市町堤谷11-5

☆　○ ○ ○　★ 076-472-5300

7/12(土) 上市町堤谷11-5

☆○★ 076-472-5300

立山町向新庄123

076-463-5077

立山町利田地先1

076-464-3343

上越市大潟区九戸浜338

025-546-7680

7/12(土) 7/13(日) 石川県小松市木場町

● ☆○★ 0761-24-8139

　　　　　　１　第46回北信越国民スポーツ大会(正式競技)　大会日程と競技会場

中心会期：令和７年８月２２日(金)・２３日（土）・２４日(日)　　　　◎開会式　●公式練習　☆各競技開始式　○競技　★表彰式

会場地 競技名 種別
競 技 日 程

競　技　会　場
会　場　所　在　地

富山市秋ヶ島183
076-429-5455

富 山 県 総 合 体 育 セ ン タ ー 939-8252

富山市

水 泳

水 球
少 年 男 子
女 子 富 山 県 総 合 体 育 セ ン タ ー

（ プ ー ル ）
939-8252

富山市秋ヶ島183
076-429-5455ｱ ｰ ﾃ ｨ ｽ ﾃ ｨ ｯ ｸ

ス イ ミ ン グ

開 会 式 ◎

少 年 女 子

939-8252
富山市秋ヶ島183
076-429-5455

ビーチバレーボール
少 年 男 子

少 年 女 子
岩 瀬 浜 海 水 浴 場 特 設 コ ー ト 931-8371

富 山 県 岩 瀬 ス ポ ー ツ 公 園
テ ニ ス コ ー ト

931-8382
富山市森5-1-17
076-438-4880

テ ニ ス
成 年 男 子
成 年 女 子

バレ ーボ ール

6 人 制 全 種 別 ☆　● ○ ○　★ 富 山 県 総 合 体 育 セ ン タ ー

富山市秋ヶ島183
076-429-5455

卓 球
成 年 女 子

少 年 男 子
少 年 女 子

富 山 県 総 合 体 育 セ ン タ ー 939-8252

ト ラ ン ポ リ ン
男 子
女 子

富 山 県 総 合 体 育 セ ン タ ー
（ 大 ア リ ー ナ ）

939-8252体 操

931-8443

フ ェ ン シ ン グ
成 年 女 子
少 年 男 子
少 年 女 子

●　☆ ○　★ 富 山 市 婦 中 体 育 館 939-2727

軟 式 野 球 成 年 男 子 ● ○　★ ○　★ 富 山 市 民 球 場

ソ フ ト ボ ー ル 全 種 別 ● ○ ○　★ 富 山 県 岩 瀬 ス ポ ー ツ 公 園 931-8332

柔 道
成 年 男 子
少 年 男 子

● ☆○★ 立 山 町 武 道 館

930-0115

銃 剣 道 少 年 男 子 ● ☆○★ 富 山 市 山 田 総 合 体 育 セ ン タ ー 930-2108

ボ ウ リ ン グ 全 種 別 富 山 地 鉄 ゴ ー ル デ ン ボ ウ ル

富山市茶屋町山の下43-1
076-434-3873

ス ポ ー ツ
ボル ダー

成 年 男 子
成 年 女 子
少 年 女 子

ボ ル ダ リ ン グ ジ ム レ ト ラ ス 939-2252

弓 道 全 種 別 ● ☆　○ ○　★ 県 営 富 山 弓 道 場

富山市上大久保1666-1
076-461-4216クラ イミ ング

930-0018

高岡市

サ ッ カ ー 成 年 男 子 933-0816

ソ フ ト テ ニ ス
成 年 男 子
少 年 男 子
少 年 女 子

●　☆ ○ ○　★
高 岡 ス ポ ー ツ コ ア
テ ニ ス コ ー ト

933-0816

バ ド ミ ン ト ン
成 年 男 子

成 年 女 子
少 年 男 子

● ●☆○ ●○★ 高 岡 市 竹 平 記 念 体 育 館 933-0957

射水市

サ ッ カ ー
少 年 女 子
少 年 男 子

オ リ バ ー ス ポ ー ツ フ ィ ー ル ド 射 水 933-0222

体 操 新 体 操
少 年 男 子
少 年 女 子

カ ヌ ー ＳL／ＷＷ
成 年 男 子
成 年 女 子

射 水 市 梅 木 和 田 川 カ ヌ ー 競 技 場 939-0415

新湊アイシン軽金属 スポ ーツ セン ター 934-0039

剣 道
成 年 女 子

少 年 男 子
少 年 女 子

● ☆○★ ア ル ビ ス 小 杉 総 合 体 育 セ ン タ ー 939-0351

魚 津 桃 山 運 動 公 園 陸 上 競 技 場 937-0821
魚津市出字桃山36
0765-22-0077

少 年 男 子 ※下記に加えて8/16●、8/17○

女 子

魚津市 ラグビーフットボール

成 年 男 子

● ☆　○ ○　★

938-0176

滑川市

サ ッ カ ー
少 年 男 子
少 年 女 子

北陸 建工グ ルー プ アスリートフ ィー ルド 936-0078

ウエイトリフティング
成 年 男 子
少 年 男 子

☆ ○

黒部市 ア ー チ ェ リ ー 全 種 別 　●  ☆ ○　★

○　★ 滑 川 市 総 合 体 育 セ ン タ ー 936-0023

氷見市 ハ ン ド ボ ー ル 全 種 別 ☆　○ ○ ○ 氷 見 市 ふ れ あ い ス ポ ー ツ セ ン タ ー 935-0025

小矢部市

ホ ッ ケ ー 全 種 別 ☆　○ ○ ○　★

小 矢 部 市 野 外 運 動 広 場 932-0135

932-0132

ゴ ル フ 少 年 男 子 ゴ ル フ 倶 楽 部 ゴ ー ル ド ウ イ ン 932-0127

砺波市 バ ス ケ ッ ト ボ ー ル
少 年 男 子
少 年 女 子

●　☆ ○ ○　★ 富 山 県 西 部 体 育 セ ン タ ー 939-1313

南砺市

ロ ー イ ン グ 全 種 別 南 砺 市 桂 湖 ボ ー ト 場 939-1969

バ ス ケ ッ ト ボ ー ル
成 年 男 子
成 年 女 子

●　☆ ○ ○　★ 南 砺 市 福 野 体 育 館 939-1532

ラ イ フ ル 射 撃 全 種 別 ● ☆○★ ○　★ 富 山 県 福 光 射 撃 場

な ぎ な た 少 年 女 子 南 砺 市 福 野 体 育 館 939-1532

939-1681

ス ポ ー ツ
リ ー ド

成 年 男 子
成 年 女 子

少 年 女 子

桜 ヶ 池 ク ラ イ ミ ン グ セ ン タ ー 939-1835
クラ イミ ング

上市町

ボ ク シ ン グ
成 年 男 子
女 子
少 年 男 子

上 市 町 丸 山 総 合 公 園 総 合 体 育 館 930-0453

空 手 道 全 種 別 上 市 町 丸 山 総 合 公 園 総 合 体 育 館 930-0453

石川県
小松市

カ ヌ ー ＳＰ 全 種 別 木 場 潟 カ ヌ ー 競 技 場 923-0844

富 山 県 常 願 寺 川 公 園 馬 術 競 技 場 930-0275

新潟県
上越市

体 操 競 技 全 種 別
7/12(土)
☆　●

7/13(日)
○　★

上 越 市 立 上 越 体 操 場
（ ジ ム リ ー ナ ）

949-3102

馬 術 全 種 別
7/4(金)

●
7/5(土)
☆　○

7/6(日)
○　★

立山町

930-0255
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２ 総 則 

◇開催の趣旨 

  この大会は、国民スポーツ大会の趣旨に則り、その予選会として、北信越の人々に広く 

 スポーツを普及し、スポーツ精神の高揚を図り、健康増進と体力の向上を目指し、併せて、 

 ５県の親睦と交流を深めるとともに、地方のスポーツ振興及び文化の発展に寄与すること 

 を目的とする。 

 

◇実施方法及び注意事項 

１ 大 会 

  この大会は、第 79 回国民スポーツ大会本大会正式種目のうち、ブロック予選のある競

技種目について行う。ただし、中央競技団体が直接開催するものを除く。 

２ 実施競技（31 競技） 

  水泳（水球・アーティスティックスイミング）、サッカー、テニス、ローイング、ホッ

ケー、ボクシング、バレーボール（6人制・ビーチバレーボール）、体操、バスケットボー

ル、ウエイトリフティング、ハンドボール、ソフトテニス、卓球、軟式野球、馬術、フェ

ンシング、柔道、ソフトボール、バドミントン、弓道、ライフル射撃、剣道、ラグビーフ

ットボール、スポーツクライミング、カヌー、アーチェリー、空手道、銃剣道、なぎなた、

ボウリング、ゴルフ 

３ 日程と会場地 

  この大会の各競技日程と会場地については、下記のとおりとする。なお、災害や荒天等 

のため日程や会場の変更が必要となった場合は、関係競技団体との協議を経て、第 46 回 

北信越国民スポーツ大会実行委員会（以下「実行委員会」という。）が決定する。 

 

 会   期 競   技   名 会 場 地 会場数 

 

 

 

 

 

 

会

期

前

開

催

競

技 

 

 

 

 

5 月 31 日 （土）～ 6日 1日（日） カヌー（SL/WW） 射水市  

 

 

 

富山県 

10 市 

2 町 

 

新潟県 

1 市 

 

石川県 

1 市 

 

6 月 26 日（木）～ 27 日（金） ゴルフ 小矢部市 

7 月  4 日 (金）～  6 日（日） 
テニス 

馬術 

富山市 

立山町 

7 月  5 日（土）～  6 日（日） バレーボール（ビーチバレーボール） 富山市 

7 月 12 日（土） 空手道 上市町 

7 月 12 日（土）～ 13 日（日） 

体操（競技） 

体操（新体操） 

体操（トランポリン） 

カヌー（SP） 

新潟県上越市 

射水市 

富山市 

石川県小松市 

7 月 18 日（金）～ 20 日（日） 
水泳（AS） 

ボウリング 

富山市 

富山市 

7 月 19 日（土）～ 20 日（日） ローイング 南砺市 

7 月 26 日（土）～ 27 日（日） スポーツクライミング 
ボルダー：富山市 

リード：南砺市 

8 月  1 日（金）～  3 日（日） 水泳（水球） 富山市 

8 月  8 日（金）～ 10 日（日） サッカー 高岡市、射水市、滑川市 
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8 月 15 日（金）～ 16 日（土） 卓球 富山市 

8 月 15 日（金）～ 17 日（日） 
ラグビーフットボール（成年男子） 

ボクシング 

魚津市 

上市町 

8 月 16 日（土）～ 17 日（日） 
ラグビーフットボール 

（少年男子 1回戦） 
魚津市 

8 月 17 日（日） なぎなた 南砺市 

 

 

 

 

 

 

 

中

心

会

期 

 

 

8 月 22 日（金）～ 24 日（日） 

 

 

ホッケー 

バレーボール（6人制） 

バスケットボール 

ウエイトリフティング 

ハンドボール 

ソフトテニス 

軟式野球 

ソフトボール 

バドミントン 

弓道 

ライフル射撃 

ラグビーフットボール 

（女子・少年男子） 

小矢部市 

富山市 

砺波市 

滑川市 

氷見市 

高岡市 

富山市 

富山市 

高岡市 

富山市 

南砺市 

魚津市 

8 月 23 日（土）～ 24 日（日） 

フェンシング 

柔道 

剣道 

アーチェリー 

銃剣道 

富山市 

立山町 

射水市 

黒部市 

富山市 

 

４ 競技方法 

 「第 79 回国民スポーツ大会実施要項」に基づき、各競技団体が定める競技方法とする。 

５ 参加資格、所属県および選手の年齢基準 

  「第 79 回国民スポーツ大会実施要項」総則５に基づき、次のとおりとする。 

なお、参加資格については「第 79 回国民スポーツ大会参加資格、所属県および選手の 

年齢基準等の解釈・説明」を併せて確認すること。 

【 公益財団法人日本スポーツ協会ホームページ http://www.japan-sports.or.jp/ 】 

（１）参加資格 

ア 日本国籍を有する者であることとするが、選手および監督のうち、次の者については、

日本国籍を有しない者であっても、大会に参加することができる。 

(ｱ) 「出入国管理及び難民認定法」に定める在留資格のうち「永住者」（「日本国との平和 

 条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」に定める「特別 

永住者」を含む。） 

(ｲ) 少年種別年齢域に該当し、次の要件をいずれも満たす者 

ａ 「学校教育法」第１条に規定する学校に在籍する学生または生徒で、「８ 参加申込 

方法」で定めた参加申込締切時に１年以上在籍していること。 

ｂ 「出入国管理及び難民認定法」に定める在留資格のうち、「留学」、「家族滞在」また 
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は「定住者」に該当していること。 

(ｳ) 成年種別年齢域に該当し、次の要件をいずれも満たす者 

ａ 少年種別年齢域にあった時点において前号(ｲ)に該当していた者であること。 

ｂ 「出入国管理及び難民認定法」に定める在留資格のうち、大会参加時から終了時ま 

 で「留学」に該当しないこと。 

［注］ 上記(ｳ)b について、大学および専修学校等に在籍する成年種別の年齢域に該当す 

  る者は、「出入国管理及び難民認定法」に定める「留学」以外の在留資格を有する場 

合も「留学」と同等に扱う。 

イ 選手及び監督は、所属県の当該競技団体会長（代表者）とスポーツ協会会長（代表者）

が代表として認め、選抜した者であること。 

ウ 2023 年開催の特別大会または第 78 回大会（都道府県大会およびブロック大会を含 

む）において選手または監督として参加した者は、次の場合を除き、2023 年開催の特 

別大会または第 78 回大会と異なる県から参加することはできない。 

(ｱ) 成年種別 

ａ 「学校教育法」第１条に規定する学校を卒業した者 

ｂ 結婚または離婚に係る者 

［注］ a および b は当該要件発生後、初めて参加するものに限る。 

ｃ ふるさと選手制度を活用する者（別記１「国民スポーツ大会ふるさと選手制度」に 

 よる。） 

［注］ 別記３「JOC エリートアカデミーに係る選手の参加資格の特例措置」の適用を 

  受け、ふるさと選手として参加する者を含む。 

ｄ 東日本大震災に係る参加資格特例措置を活用する者（別記５「東日本大震災に係る 

 選手および監督の国民スポーツ大会参加資格の特例措置」による。） 

ｅ 能登半島地震に係る参加資格特別措置を活用する者（別記６「能登半島地震に係る 

選手および監督の国民スポーツ大会参加資格の特例措置」による。） 

(ｲ) 少年種別 

ａ 「学校教育法」第１条に規定する学校を卒業した者 

ｂ 結婚または離婚に係る者 

ｃ 一家転住に係る者（別記２「『一家転住等』に伴う特例措置」による。） 

［注］ a から c は当該要件発生後、初めて参加するものに限る。 

ｄ JOC エリートアカデミーに在籍する者（別記３「JOC エリートアカデミーに係る選 

手の参加資格の特例措置」による。） 

ｅ 東日本大震災に係る参加資格特例措置を活用する者（別記５「東日本大震災に係る 

選手および監督の国民スポーツ大会参加資格の特例措置」による。） 

ｆ 能登半島地震に係る参加資格特別措置を活用する者（別記６「能登半島地震に係る 

選手および監督の国民スポーツ大会参加資格の特例措置」による。） 

エ 選手と監督の兼任は、同一種別内に限る。 

オ 選手および監督は、回数を同じくする大会において、冬季大会及び本大会にそれぞれ 

 １競技に限り参加できる。 

カ 選手および監督は、回数を同じくする大会において、異なる県から参加することはで
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きない。 

キ 選手、監督は、大会参加前の１年以内に公益財団法人日本スポーツ協会（以下「日本 

スポーツ協会」という。）が指定するアンチ・ドーピング教育を受講していることが望

ましい。 

ク 上記のほか、選手については次のとおりとする。 

(ｱ) 健康診断を受け、競技会への参加に支障がない者であること。 

(ｲ)ドーピング検査対象に選定された場合は、検査を受けなければならない。 

ケ 上記のほか、監督については日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度に基づく競技 

別指導者資格を有する者とし、監督が不在の場合選手は参加することができない。各競 

技における対象資格については当該競技実施要項によるものとする。 

（２）所属県 

所属県は、当該競技団体が限定する場合を除き、次のいずれかが属する県から選択する   

ことができる。 

ア 成年種別 

(ｱ) 居住地を示す現住所 

(ｲ) 勤務地 

(ｳ) ふるさと（別記１「国民スポーツ大会ふるさと選手制度」による。） 

［注］ 別記３「JOC エリートアカデミーに係る選手の参加資格の特例措置」の適用を受 

け、ふるさと選手として参加する者を含む。 

イ 少年種別 

(ｱ) 居住地を示す現住所 

(ｲ) 「学校教育法」第１条に規定する学校の所在地（以下「学校所在地」という。） 

(ｳ) 勤務地 

(ｴ) 別記３「JOC エリートアカデミーに係る選手の参加資格の特例措置」に定める小学校 

 の所在地 

※ 「居住地を示す現住所」、「勤務地」、「学校所在地」のいずれかから参加する場合は、 

2025 年４月 30 日以前から本大会終了時（2025 年 10 月 ８ 日）まで、引き続き当 

該地に、それぞれ居住、勤務、又は通学していなければならない。ただし、次の者は 

この限りではない。 

［成年種別］ 

ａ 別記４「トップアスリートの国民スポーツ大会参加資格の特例措置」の適用を受ける者 

ｂ 別記５「東日本大震災に係る選手および監督の国民スポーツ大会参加資格の特例措置」 

の適用を受ける者 

ｃ 別記６「能登半島地震に係る選手および監督の国民スポーツ大会参加資格の特例措置」 

の適用を受ける者 

［少年種別］ 

ａ 別記２「『一家転住等』に伴う特例措置」の適用を受ける者 

ｂ 別記４「トップアスリートの国民スポーツ大会参加資格の特例措置」の適用を受ける者 

ｃ 別記５「東日本大震災に係る選手および監督の国民スポーツ大会参加資格の特例措置」 

の適用を受ける者 
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ｄ 別記６「能登半島地震に係る選手および監督の国民スポーツ大会参加資格の特例措置」 

の適用を受ける者 

（３）選手の年齢基準 

ア 選手の年齢基準については、下記を原則とする。 

(ｱ) 成年種別に参加する者は、2007 年４月１日以前に生まれた者とする。 

(ｲ) 少年種別に参加する者は、2007 年４月２日から 2010 年４月１日までに生まれた者 

とする。 

(ｳ) 年齢を区分している種別へ参加する者の年齢計算は、2025 年４月１日を基準とする。 

イ 日本スポーツ協会が特に認める場合は、上記アにかかわらず、競技ごとに年齢区分を 

設定することができる。ただし、年齢の下限は中学３年生（2010 年４月２日から 2011  

年４月１日までに生まれた者）とする。 

（４）前記の各事項に疑義のあるときは、実行委員会及び当該競技団体が調査・審議のう 

え、実行委員会がその可否を決定する。 

６ 表 彰 

  開催規程に従い、競技ごとに行う。 

７ 各競技の参加申込方法 

（１）各県スポーツ協会長及び各県競技団体会長は、連署の上、各県で開催する予選会にお      

いて選抜された者を、実行委員会あてに申し込むものとする。 

（２）参加申込は、令和７年７月 31 日（木）正午までに国民スポーツ大会参加申込システ 

ムにより行うこと。（申込 URL https://jspo-entry.japan-sports.or.jp/） 

ただし、次に掲げる競技の参加申込は、それぞれに定める日までとする。 

 競技名 申込締切日 

会 

 

 

期 

 

 

前 

カヌー（SL/WW） ５月 ８日（木）正午 

ゴルフ ６月 ５日（木）正午 

馬術、バレーボール（ビーチバレーボール） ６月 12 日（木）正午 

テニス ６月 17 日（火）正午 

空手道、体操（競技、新体操、）、カヌー（SP） ６月 19 日（木）正午 

体操（トランポリン） ６月 24 日（火）正午 

水泳（AS）、ボウリング、ローイング ６月 26 日（木）正午 

スポーツクライミング、水泳（水球） ７月 ３日（木）正午 

サッカー ７月 17 日（木）正午 

卓球、ラグビーフットボール、ボクシング、なぎなた ７月 24 日（木）正午 

（３）参加申込様式は、実行委員会が日本スポーツ協会及び主管競技団体と協議し、作成 

する。 

（４）参加申込締切後の選手の交代は、特別の事情がない限り認めない。特別の事情で選手 

  を交代する場合は、所定の様式により実行委員会あてに届出を行い、当該競技の監督会 

  議（代表者会議）で認められなければならない。 

 なお、大会終了後、実行委員会に対して所定の手続きにより参加申込情報を修正す 

ること。 

https://jspo-entry.japan-sports.or.jp/
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８ 棄権手続 

  参加申込締切後から競技初戦までの間において、特別な事情で選手が競技会を棄権す 

る場合には、所定の棄権手続きをとらなければならない。 

 なお、棄権手続きに係る届出については選手交代届と同じ様式を用いること。 

９ 組合せ抽選会 

  組合せ抽選は、各県競技団体の代表により行う。抽選日時、場所は、主管競技団体の責 

任において決定する。なお、主管競技団体は、組合せ結果を７月２日（水）正午までに実 

行委員会あて報告するものとする。 

  ただし、早期開催競技および本大会の監督会議等で組合せ抽選を行う競技にあっては、 

 組合せ抽選会が終了次第、実行委員会へ報告するものとする。 

10 大会参加料 

（１）この大会に参加する各県スポーツ協会は、本部役員（視察員を除く。）以下、選手及

び監督一人につき 1,000 円の大会参加料を納入するものとする。なお、参加納付対象の

選手・監督は、競技別実施要項「３ 種別（種目）及び参加人員」欄並びにその枠外に

注記に記載する者とし、これ以外の項に規定する予備登録選手は、参加料を必要としな

いものとする。 

（２）大会参加料は、各県スポーツ協会が取りまとめ、次のとおり納入するものとする。 

ア 納 入 期 日  令和７年８月１日（金） 

イ 納入先金融機関  北陸銀行富山南中央支店 普通預金 ６１４６７３０ 

           第４６回北信越国民スポーツ大会実行委員会 

11 宿泊申込み 

  第 46 回北信越国民スポーツ大会宿泊要項による。 

12 参加選手団本部役員及び視察員 

（１）参加選手団本部役員の編成は、団長、副団長、総監督及び総務の合計 15 名以内とし、 

このほかに５名以内の顧問を設けることができる。 

（２）参加選手団本部役員のほか、20 名以内の視察員を設けることができる。 

13 国民スポーツ大会参加者傷害補償制度 

  日本スポーツ協会及び北信越各県スポーツ協会は、国民スポーツ大会参加者に対する社 

会的責任体制を整えるとともに、大会参加者の相互扶助の精神に基づいた補償制度として、 

大会参加者による国民スポーツ大会参加者傷害補償制度を運営する。 

（１）本制度の対象となる参加者は、ブロック大会及び本大会に参加する本制度給付規定 

に定められた選手、監督、選手団本部役員（顧問を含む。）視察員並びにその他選手団 

役員とする。 

（２）大会参加の各県スポーツ協会は、国民スポーツ大会参加者傷害補償制度の対象となる 

参加者数に応じた制度負担金（１人当たり 1,000 円）を、日本スポーツ協会に納入する。 

（３）納入締切日及び納入先については、別途日本スポーツ協会から各県スポーツ協会へ通 

知する。 

14 個人情報及び肖像権に関わる取り扱い 

  日本スポーツ協会、実行委員会及び北信越国民スポーツ大会実施競技団体（以下「北信 

越国スポ関係機関・団体」という。）は、参加申込書等を通じて取得する個人情報及び肖 



- 9 - 

 

像権の取扱いに関して、以下のとおり対応するものとする。 

（１）個人情報の取り扱い 

  ア 利用目的 

大会参加申込として国民スポーツ大会参加申込システムへ登録された個人情報は、 

   国スポ関係機関・団体において、参加資格の確認や競技組合せなどをはじめとする大 

   会運営業務のために利用し、目的以外に利用しない。 

  イ 公表の範囲と方法 

    個人情報のうち、所属県名、氏名、性別、年齢、学校名、チーム名等、所属と個人 

を識別するために必要な情報については、以下の方法等により公表することがある。 

  （ｱ）総合プログラム及び競技別プログラムへの掲載 

  （ｲ）総合会場内におけるアナウンス等による紹介 

  （ｳ）競技会場内外の掲示板等への掲載 

  （ｴ）大会関連ホームページへの掲載 

  （ｵ）報道機関への提供 

  ウ 競技結果（記録）等 

    競技結果（記録）については、上記イで定めた個人情報とともに、以下の方法等に 

より公表することがある。 

  （ｱ）実行委員会が設置する記録本部を通じた公開 

  （ｲ）北信越国スポ関係機関・団体及び報道機関等による新聞・雑誌及び関連ホームペ 

ージ等への掲載 

  （ｳ）北信越国スポ関係機関・団体が作成する大会報告書等への掲載 

  （ｴ）次回以降の大会プログラムへの掲載【新記録、優勝および上位入賞結果（記録）等】 

（２）肖像権に関する取り扱い 

  ア 写真 

    北信越国スポ関係機関・団体またはこれらに認められた報道機関等によって撮影さ 

   れた写真が、新聞・雑誌・報告書および関連ホームページ等で公表されることがある。 

  イ 写真（写真撮影企業等） 

    北信越国スポ関係機関・団体が認めた写真撮影企業等によって撮影された写真等が 

   販売されることがある。なお、各競技・会場における販売の有無等の詳細は、当該競 

   技団体を中心に対応する。 

  ウ 映像 

北信越国スポ関係機関・団体またはこれらに認められた報道機関等によって撮影 

された映像が、中継・録画放映およびインターネットによって配信されることがある。 

また、ＤＶＤ等に編集され、販売、配布されることがある。なお、各競技・会場にお 

ける販売の有無等の詳細は、当該競技団体を中心に対応する。 

（３）対応 

  ア 承諾の確認 

    大会参加申込として国民スポーツ大会参加申込システムへ登録された時点で、上記 

   取り扱いに関する承諾を得たものとして対応する。 

なお、各競技会における取り扱いに伴い、別途、当該競技団体等によって個別に 
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承諾を確認することがある。 

  イ 役員等 

    大会役員、競技役員、運営役員、その他各種委員や補助員、北信越国スポ関係機関・ 

団体と大会に関する契約をしている者および大会運営関係者については、上記取り扱 

いに関する承諾を得たものとして対応する。 

15 その他 

（１）参加する選手・監督が着用する競技用ユニフォームには、必ず所属県名を明示しなけ 

ればならない。明示する所属県名のサイズ・位置等は、競技別要項又は競技規則等によ 

るものとする。 

（２）参加申込および宿泊申込が定められた期日までに行われない場合、又は大会参加料が 

納入締切日までに納入されない場合は、この大会への参加を認めない。 

（３）その他の事項については、日本スポーツ協会の国民スポーツ大会開催基準要項及び同 

  細則による。 
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別記１ 「国民スポーツ大会ふるさと選手制度」 

 

１ 成年種別年齢域の選手は、国民スポーツ大会開催基準要項細則第３項〔国民スポーツ大 

 会開催基準要項第８項第１号及び第 10 項第４号（参加資格及び年齢基準等）〕に基づき、 

下記のいずれかを拠点とした都道府県から参加することができる。 

⑴ 居住地を示す現住所 

⑵ 勤務地 

⑶ ふるさと 

２ 「ふるさと」とは、卒業小学校、卒業中学校または卒業高等学校のいずれかの所在地が 

 属する都道府県とする。 

ただし、JOC エリートアカデミーに係る選手については、別に定める「JOC エリートア 

カデミーに係る選手の参加資格の特例措置」第３項により取り扱うものとする。 

３ 我が国の競技力向上を支援する観点より、日本国籍を有する者および「永住者」につい 

ては、日本における滞在期間に関わらず、本制度を活用できるものとする。ただし、「日 

本国籍を有する者および『永住者』」に該当しない者であっても、当該大会年の 4 月 30  

日（冬季大会は前年の 4 月 30 日）以前から本大会終了時（冬季大会は各競技会終了時） 

まで継続的に日本に滞在している場合は、本制度を活用できるものとする。なお、やむを 

得ない事情により、一時的に日本を離れる場合は、総日数の半数を超えて日本で滞在して 

いること。 

４ 「ふるさと選手制度」を活用し参加を希望する選手は、予め所定の方法により「ふるさ 

と」を登録しなければならない。なお、一度登録した「ふるさと」は変更できないものと 

する。 

５ 「ふるさと」から参加する選手は、国民スポーツ大会開催基準要項細則第３項－⑴－1) 

－③（国内移動選手の制限）に抵触しないものとする。 

６ ふるさと選手制度の活用については、原則として、１回につき２年以上連続とし、利用 

できる回数は２回までとする。 

７ 参加都道府県は「ふるさと選手」を所定の様式、方法により、当該大会実施要項で定め 

た参加申込締切期日までに、日本スポーツ協会宛に提出する。 
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別記２ 「『一家転住等』に伴う特例措置」 

 

 転校への特例 

１ 次の内容をすべて満たすことにより、国内移動選手の制限（国民スポーツ大会開催基準 

要項細則第３項－⑴－1)－③）に抵触しないものとする。 

⑴ この特例の対象は、「少年種別」への参加者に限る。 

⑵ 本特例を受けることができるのは、一家転住等やむを得ない理由に限ることとする。 

なお「一家転住等」とは概ね次のことを言う。 

ア 親の転勤による一家の転居 

イ 親の結婚、離婚による一家の転居 

ウ 上記以外に、やむを得ない理由による一家の転居 

⑶ 転居した時点に応じて、以下の手続きを終了していること。 

ア 本特例を受けようとする参加者は、下記２⑴の場合は転居元、下記２⑵の場合は転 

居先が属する都道府県体育・スポーツ協会および都道府県競技団体に対し、その旨報 

告すること。 

イ 報告を受けた都道府県体育・スポーツ協会および都道府県競技団体は、下記２⑴の 

 場合は転居先、下記２⑵の場合は転居元が属する都道府県体育・スポーツ協会および 

 都道府県競技団体に対し、その旨報告し了承を得ること。 

２ 本特例を受ける当該大会において、参加することができる都道府県は以下のとおりとする。 

⑴ 転居した時点において、以下に該当する場合は転居元が属する都道府県から参加する 

ことができる。 

ア 転居先が属する都道府県の代表が既に決定している場合 

イ 当該参加者が、転居元が属する都道府県の代表として既に決定している場合 

ウ 当該参加者が、転居元が属する都道府県の代表選考過程にある場合 

⑵ 転居した時点において、以下に該当する場合は転居先が属する都道府県から参加する 

ことができる。 

ア 転居元が属する都道府県において、当該大会における都道府県代表の選考が開始さ 

れていない場合 
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別記３ 「JOC エリートアカデミーに係る選手の参加資格の特例措置」 

 

公益財団法人日本オリンピック委員会が実施する「JOC エリートアカデミー」に係る選手

のうち、下記１に該当する者については、国民スポーツ大会開催基準要項細則第３項〔国民

スポーツ大会開催基準要項第８項第１号及び第 10 項第４号（参加資格及び年齢基準等）〕

及び別記１「国民スポーツ大会ふるさと選手制度」に関し、次の２～４の特例を適用する。 

１ 対象者 

⑴ 少年種別年齢域の選手で JOC エリートアカデミーに在籍する者 

⑵ 成年種別年齢域の選手で JOC エリートアカデミーを修了した者、または同アカデミ 

ーに在籍する者 

２ 少年種別年齢域の選手の所属都道府県 

本特例第１項－⑴に定める少年種別年齢域の選手は、その所属都道府県について、国民体

スポーツ大会開催基準要項細則第３項－⑴－2)‐②に定める「居住地を示す現住所」、「学校

教育法第１条に規程する学校の所在地」、「勤務地」のほか、卒業小学校の所在地が属する都

道府県を選択することができる。 

なお、同アカデミーへの入校時において小学生であった場合には、入校する直前まで通学

していた小学校の所在地が属する都道府県を選択することができる。 

３ 成年種別年齢域の選手の「ふるさと」 

本特例第１項－⑵に定める成年種別年齢域の選手は、別記１「国民スポーツ大会ふるさと

選手制度」第２項に定める卒業小学校、卒業中学校または卒業高等学校のいずれかの所在地

が属する都道府県のほか、同アカデミーでの入校時において小学生であった場合には、入校

する直前まで通学していた小学校の所在地が属する都道府県を「ふるさと」とすることがで

きる。 

４ 国内移動選手の制限に係る例外適用 

本特例第１項－⑴に定める少年種別年齢域の選手が前回の大会（都道府県大会を含む）と

異なる都道府県から参加する場合、国民スポーツ大会開催基準要項細則第３項－⑴－1)－③

（国内移動選手の制限）に抵触しないものとする。 

［注］ 本特例第１項－⑵に定める成年種別年齢域の選手については、国民スポーツ大会開 

催基準要項細則第３項－⑴－1)－③（国内移動選手の制限）の規定に従い取り扱うもの 

とする。 

５ その他 

中央競技団体が国際競技力向上施策として独自に実施するアカデミー事業については、当

該中央競技団体からの申請を踏まえ、当該事業の内容が JOC エリートアカデミーに準拠し

実施されていることが、公益財団法人日本オリンピック委員会により確認された場合に限り、

当該事業を本特例の対象に加えることができる。 
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別記４ 「トップアスリートの国民スポーツ大会参加資格の特例措置」 

 

我が国の競技力向上を支援する観点より、一定の競技力を有する選手に対して、「トップ

アスリートの国民スポーツ大会参加資格の特例措置（以下「本特例」という。）」を下記のと

おり定める。 

１ 特例の対象となる選手 

本特例の対象となる選手は、下記の条件のいずれかを満たす者とする。 

⑴ 第 33 回オリンピック競技大会（2024 年・パリ）に参加した者。 

⑵ 2025 年４月 30 日時点で、下記のいずれかに該当し、各中央競技団体が本特例の対象 

として認めた者 

ア JOC オリンピック強化指定選手 

イ 各競技（種目）における国内ランキング上位 10 位以内の者 

ウ 中央競技団体が定めた強化指定選手 

※ 強化指定ランクについては、各競技における全日本選手権大会入賞レベル以上の 

カテゴリーを対象とする。 

２ 特例の内容 

⑴ 予選会の免除 

本特例の対象となる選手については、都道府県予選会及びブロック大会を経ずに国民ス 

ポーツ大会本大会に参加することができるものとする。ただし、ブロック大会実施競技種 

目・種別においては、当該都道府県代表選手またはチームがブロック大会に参加し、本大 

会参加枠を獲得している場合とする。 

⑵ 資格要件（日数要件の緩和） 

本特例の対象となる選手が所属都道府県として「居住地を示す現住所」または「勤務地」 

を選択する場合は、日数に関する要件を定めないこととし、以下のとおりとする。 

ア 居住地を示す現住所 

次の要件をいずれも満たすものとする。 

(ｱ) 2025 年４月 30 日以前から大会終了時（2025 年 10 月 ８ 日）まで引き続き、住 

民票記載の住所に存する都道府県において生活している実態があり、当該都道府県以 

外（海外を含む）において生活している実態がないこと。 

なお、生活の実態については、下記要件により判断する。 

ａ 自ら所有する住居、または自らの名義で住居を賃借していること 

ｂ 当該住居に生計を一にする家族と共に住んでいること 

ｃ 当該住居の水道光熱費など費用を自ら負担していること 

ｄ 当該住居に主要な家財道具が存すること 

(ｲ) 合宿、試合等により当該都道府県外で活動を行う場合、当該都道府県を移動の起点 

としていること。 

イ 勤務地 

次の要件をいずれも満たすものとする。 

(ｱ) 2025 年４月 30 日以前から大会終了時（2025 年 10 月 ８ 日）まで引き続き、雇 

用主と雇用契約を締結した上で、当該都道府県内に存する雇用主の会社や事業所等に 
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現実に通勤し、勤務していること。 

(ｲ) 当該都道府県内で、競技普及活動等の事業に参加すること。 

３ 国内移動選手の制限 

本特例の対象となる選手の国内移動選手の制限については、国民スポーツ大会開催基準要

項細則第３項－⑴－1)－③のとおりとする。 
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別記５ 「東日本大震災に係る選手及び監督の国民スポーツ大会参加資格の特例措置」 

 

１ 特例の対象となる被災地域都道府県 

震災による被害状況及び影響等を総合的に勘案し、青森県、岩手県、宮城県、福島県、

茨城県、千葉県の６県を本特例の適用対象となる被災地域都道府県（以下「特例対象県」

という。）とする。 

なお、特例対象県以外の都道府県において対応が必要となった場合は、個別に取り扱う

こととする。 

２ 特例の内容 

⑴ 特例対象県を所属都道府県とする場合の要件緩和 

以下の選手及び監督は、「居住地を示す現住所」、「学校所在地」または「勤務地」の各 

 要件を満たしていなくとも、当該特例対象県から参加することができる。 

【特例の対象者】 

被災地域からの避難等、災害の影響によるやむを得ない事情によって、当該特例対象 

県における「居住地を示す現住所」、「学校所在地」または「勤務地」の各要件を満たす 

ことができなくなった者。 

ただし、以下の事項のいずれにも該当していること。 

ア 2011 年３月 11 日（震災発生時）時点において、当該特例対象県内に居住または勤 

 務していた者。もしくは当該特例対象県内の「学校教育法」第１条に規定する学校に 

 在籍していた者であること。 

イ 災害が発生しなかったと仮定した場合、 2025 年４月 30 日以前から大会終了時 

（2025 年 10 月 ８ 日）まで継続して当該特例対象県を「居住地を示す現住所」、「学 

校所在地」または「勤務地」とする要件を満たしていたと合理的に推測される者であ 

ること。 

⑵ 避難等による移動先の都道府県を所属都道府県とする場合の要件緩和 

ア 被災地域からの避難等により、当該特例対象県と異なる都道府県に移動した以下の選 

手及び監督については、移動先の都道府県から参加することができる。 

なお、この場合、2023 年開催の特別大会または第 78 回大会に当該特例対象県から 

参加していても、国民スポーツ大会開催基準要項細則第３項－⑴－1)－③（国内移動 

選手の制限）には抵触しないものとする。 

【特例の対象者】 

被災地域からの避難等、災害の影響によるやむを得ない事情によって、当該特例対象 

県から移動せざるを得なかった者。 

ただし、以下の事項のいずれにも該当していること。 

(ｱ) 2011 年３月 11 日時点において、当該特例対象県内に居住または勤務していた者。 

 もしくは当該特例対象県内の「学校教育法」第１条に規定する学校に在籍していた者 

 であること。 

(ｲ) 移動先の都道府県を「居住地を示す現住所」、「学校所在地」、または「勤務地」とす 

 る要件を満たしていること。 

なお、移動が生じた時期が 2025 年４月 30 日以降の場合は、移動先の都道府県の 
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予選会開始までに要件を満たしていることとする。 

[注] 「居住地を示す現住所」および「学校所在地」として参加を希望する者につい 

ては、当該自治体への住所に関する届出又は学籍に係る要件を満たしていなくと 

も、それに準ずる公的な証明書類を提出でき、かつ移動先の都道府県に居住ある 

いは通学している実態を有していると日本スポーツ協会が認めた場合、移動先の 

都道府県から出場することができる。 

イ 本項アを適用して避難等による移動先の都道府県から第 78 回大会または第 79 回大 

会に参加した者が、第 80 回大会において、以下のような震災にかかる理由により再 

度都道府県を移動して参加する場合は、国民スポーツ大会開催基準要項細則第３項－ 

⑴－1)－③（国内移動選手の制限）には抵触しないものとする。 

＜例＞ ○ 避難先を離れ、当該特例対象県に戻る場合 

○ 避難先を離れ、他の都道府県を「居住地を示す現住所」、「学校所在地」ま 

たは「勤務地」とする場合 

○ 他の都道府県に避難先を移す場合 

⑶ 避難等による移動先の属する都道府県において学校を卒業した場合の「ふるさと」選 

択要件の緩和 

避難等による移動先の属する都道府県において小学校、中学校または高等学校を卒 

業した者が、成年種別年齢域に達した際、「国民スポーツ大会ふるさと選手制度」を 

活用して参加する場合、以下のいずれかを「ふるさと」として登録することができ 

る。 

ア 卒業小学校、卒業中学校または卒業高等学校の所在地 

イ 災害の発生した時点で在籍していた小学校、中学校または高等学校の所在地 

なお、本特例を適用して上記イの学校所在地を「ふるさと」登録した場合について 

も、卒業小学校、卒業中学校または卒業高等学校の所在地を「ふるさと」とする場合 

と同様、一度登録した「ふるさと」は変更できない。 

【特例の対象者】 

2011 年度から 2012 年度（小学校は 2015 年度）までに、避難等による移動先の属する 

都道府県において小学校、中学校または高等学校を卒業した者。 
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別記６ 「能登半島地震に係る選手および監督の国民スポーツ大会参加資格の特例措置」 

１ 特例の対象となる被災地域都道府県 

震災による被害状況および影響等を総合的に勘案し、新潟県、富山県、石川県、福井 

県の４県を本特例の適用対象となる被災地域都道府県（以下「特例対象県」という。） 

とする。 

なお、特例対象県以外の都道府県において対応が必要となった場合は、個別に取り扱 

うこととする。 

２ 特例の内容 

⑴ 特例対象県を所属都道府県とする場合の要件緩和 

以下の選手および監督については、「居住地を示す現住所」、「学校所在地」または 

「勤務地」の各要件を満たしていなくとも、当該特例対象県から参加することができ 

る。 

【特例の対象者】 

被災地域からの避難等、災害の影響によるやむを得ない事情によって、当該特例対 

象県における「居住地を示す現住所」、「学校所在地」または「勤務地」の各要件を満 

たすことができなくなった者。 

ただし、以下の事項のいずれにも該当していること。 

ア  2024 年１月１日（震災発生時）時点において、当該特例対象県内に居住または勤 

務していた者。もしくは当該特例対象県内の「学校教育法」第１条に規定する学校 

に在籍していた者であること。 

イ  災害が発生しなかったと仮定した場合、2025 年４月 30 日以前から当該大会終了 

時（2025 年 10 月８日）まで継続して当該特例対象県を「居住地を示す現住所」、 

「学校所在地」または「勤務地」とする要件を満たしていたと合理的に推測される 

者であること。 

⑵ 避難等による移動先の都道府県を所属都道府県とする場合の要件緩和 

ア  被災地域からの避難等により、当該特例対象県と異なる都道府県に移動した以下 

の選手および監督については、移動先の都道府県から参加することができる。 

なお、この場合、2023 年開催の特別大会または第 78 回大会に、当該特例対象県 

から参加していても、国民スポーツ大会開催基準要項細則第３項－⑴－1)－③ 

（国内移動選手の制限）には抵触しないものとする。 

【特例の対象者】 

被災地域からの避難等、災害の影響によるやむを得ない事情によって、当該特例対 

象県から移動せざるを得なかった者。 

ただし、以下の事項のいずれにも該当していること。 

(ｱ)  2024 年１月１日時点において、当該特例対象県内に居住または勤務していた 

者。もしくは当該特例対象県内の「学校教育法」第１条に規定する学校に在籍し 

ていた者であること。 

(ｲ)  移動先の都道府県を「居住地を示す現住所」、「学校所在地」または「勤務地」 

とする要件を満たしていること。 

なお、移動が生じた時期が 2025 年４月 30 日以降の場合は、移動先の都道府県  
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の予選会開始までに要件を満たしていることとする。 

［注］ 「居住地を示す現住所」および「学校所在地」として参加を希望する者に 

ついては、当該自治体への住所に関する届出または学籍に係る要件を満たし 

ていなくとも、それに準ずる公的な証明書類を提出でき、かつ移動先の都道 

府県に居住あるいは通学している実態を有していると日本スポーツ協会が認 

めた場合、移動先の都道府県から出場することができる。 

イ  本項アを適用して避難等による移動先の都道府県から第 78 回大会または第 79 回 

大会に参加した者が、第 80 回大会において、以下のような震災に係る理由により 

再度都道府県を移動して参加する場合は、国民スポーツ大会開催基準要項細則第３ 

項－⑴－1)－③（国内移動選手の制限）には抵触しないものとする。 

＜例＞ ○  避難先を離れ、当該特例対象県に戻る場合 

○  避難先を離れ、他の都道府県を「居住地を示す現住所」、「学校所在地」 

または「勤務地」とする場合 

○  他の都道府県に避難先を移す場合 

⑶ 避難等による移動先の属する都道府県において学校を卒業した場合の「ふるさと」 

選択要件の緩和 

避難等による移動先の属する都道府県において小学校、中学校または高等学校を卒 

業した者が、成年種別年齢域に達した際、「国民スポーツ大会ふるさと選手制度」を活 

用して参加する場合、以下のいずれかを「ふるさと」として登録することができる。 

ア  卒業小学校、卒業中学校または卒業高等学校の所在地 

イ  災害の発生した時点で在籍していた小学校、中学校または高等学校の所在地 

なお、本特例を適用して上記イの学校所在地を「ふるさと」として登録した場合に 

ついても、卒業小学校、卒業中学校または卒業高等学校の所在地を「ふるさと」とす 

る場合と同様、一度登録した「ふるさと」は変更できない。 

【特例の対象者】 

2024 年度から 2025 年度（小学校は 2028 年度）までに、避難等による移動先の属す 

る都道府県において小学校、中学校または高等学校を卒業した者。 
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３ サッカー競技 

 

１ 期 日 

 2025 年 8 月 8 日（金）から 10 日（日）まで（3日間） 

種 別 ８月８日（金） ８月９日（土） ８月 10 日（日） 

成年男子 

高岡スポーツコア 

/人工芝フィールド   

Ａ（１回戦） 

高岡スポーツコア/人工芝フィールド 

Ｂ（2 回戦） 

高岡スポーツコア 

/サッカー・ラグビー場 

Ｃ（2 回戦） 

高岡スポーツコア 

/サッカー・ラグビー場 

Ｄ（代表決定戦） 

少年男子 

北陸建工グループ 

アスリートフィールド/シー 

イ 

オリバースポーツフィールド射水 

/ブリッジ 

ロ 

北陸建工グループアスリート 

フィールド/シー 

ハ 

北陸建工グループ 

アスリートフィールド/シー 

ニ 

オリバースポーツフィールド射水 

/ブリッジ 

ホ 

少年女子 

オリバースポーツフィールド射水

/マリン 

あ（1 回戦） 

北陸建工グループ 

アスリートフィールド/マウンテン 

い（2 回戦） 

オリバースポーツフィールド射水 

/マリン 

う（2 回戦） 

オリバースポーツフィールド射水 

/マリン 

え（代表決定戦） 

    

２ 会 場 

高岡スポーツコア[天然芝 1面/人工芝 1面]   （成年男子） 

           高岡市二塚 428 番 1    ℡0766-20-1155 

オリバースポーツフィールド射水[人工芝/2面]   （少年男子）（少年女子） 

                     射水市海竜町 23番地 1     ℡0766-30-3311 

北陸建工グループ アスリートフィールド[人工芝/2 面]  （少年男子）（少年女子） 

           滑川市高月町 129 番地        ℡076-476-0427 

３ 種別及び参加人員 

種 別 監 督 選 手 参加県 小 計 合 計 

成年男子 １ 15 ５ 80 

245 少年男子 １ 16 ５ 85 

少年女子 １ 15 ５ 80 

  （注）成年男子の監督は、選手を兼ねることができる。 
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４ 競技上の規程及び方法 

（１）競技規程 

  ア 試合の競技方法は、2025-2026 年度（公財）日本サッカー協会競技規則による。 

  なお、今大会は「キャプテンオンリー」のガイドラインを適用しない。 

  イ 各種別において、試合開始前に登録された交代要員は、再交代（交代して退いた 

競技者が交代要員となって再び出場可能）が認められる。 

ウ 退場を命じられた選手等は、次の１試合に出場することができず、それ以降の処置 

については、この大会の規律委員会で決定する。 

  エ この大会期間中、警告を２回受けた選手等は、次の１試合に出場することができな 

い。 

   (注) この大会期間中で処分が不可能な、通算２回の警告による出場停止処分は、以

降の大会に持ち越されずに消滅する。ただし、退場処分を受けた場合の出場停止

処分は、当該チームにおける以降の大会に持ち越されるものとする。（退場処分

があった場合、開催県協会事務局は、（公財）日本サッカー協会国スポ実施委員

会及び（一社）北信越サッカー協会に報告する。） 

（２）試合の方法 

  ア トーナメント方式及び変則リーグ戦方式とし、代表を決定する。 

  イ 試合時間は 70 分間（35 分ハーフ）とし、ハーフタイムのインターバルは 10 分間

とする。 

  ウ トーナメント方式では、上記②で勝敗が決しないときは、以下の a～c により、次 

回戦に進むチームまたは代表チームを決定する。 

a 成年男子の 1・2回戦、少年女子 1・2回戦においては PK 戦（ペナルティーシュー

トアウト）（以下「PK 戦」という）により勝敗を決定する。 

b 成年男子の代表決定戦においては 20 分間（10 分ハーフ）の延長戦を行い、なお決

しないときは、PK 戦により勝敗を決定する。 

c 少年女子の代表決定戦においては 10 分間（5 分ハーフ）の延長戦を行い、なお決

しないときは、PK 戦により勝敗を決定する。 
エ 変則リーグ戦方式では、上記②で勝敗が決しないときは、PK 戦により勝敗を決定し、

勝点合計の多いチームを上位とし、順位を決定する。 

勝点は、70 分試合時間内での勝者：３点、PK 戦による勝者：２点、PK 戦による敗

者：１点、その他：０点とする。 

勝点が同じ場合は、❶ 得失点差、❷ 総得点数、❸ 当該チーム間の対戦結果、❹ 

フェアプレーポイント、❺ 今年度北信越 U-16 トレセンリーグ戦の順位。 

なお、❹ については、警告を受けた場合－１、１試合警告２回による退場になった

場合－２、一発退場になった場合－３、警告後に一発退場になった場合－４とし、

その合計ポイントとする。 

 

 

５ 予選方法 

   各県サッカー協会は、種別ごとにこの大会に出場する代表１チームを選出する。 
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６ 参加資格、所属県及び選手の年齢基準 

  総則５に定めるもののほか、次による。 

（１）チーム編成 

各県の成年男子、少年男子及び少年女子の代表チームは、単独、補強または選抜のう 

ち、いずれかの方法により編成すること。 

（２）成年男子 

ア （公財）日本サッカー協会「サッカー選手の登録と移籍等に関する規則」及び「フ

ットサル選手の登録と移籍等に関する規則」、第２条に定める登録選手が参加できる。 

イ 2008 年 12 月 31 日以前に生まれた者が参加できる。 

ウ 成年男子代表チームについて、高校２・３年生のみの編成は不可とし、高校２・３

年生の登録できる人数は５名以内とする。 

（３）少年男子 

ア （公財）日本サッカー協会「サッカー選手の登録と移籍等に関する規則」及び「フ

ットサル選手の登録と移籍等に関する規則」、第２条に定める登録選手が参加できる。 

イ 中学３年生を含む 2011 年４月１日以前に生まれた者から、2009 年１月１日以降に

生まれた者が参加できる。 

（４）少年女子 

ア （公財）日本サッカー協会「サッカー選手の登録と移籍等に関する規則」及び「フ

ットサル選手の登録と移籍等に関する規則」、第２条に定める登録選手が参加できる。 

イ 中学３年生を含む 2011 年４月１日以前に生まれた者から、2009 年１月１日以降に 

生まれた者が参加できる。 

（５）外国籍競技者の参加 

   外国籍競技者の参加については、「総則５（１）ア」を適用する。 

（６）監 督 

   チーム（全種別）の監督は、（公財）日本サッカー協会公認指導者ライセンスに基づ 

くＪＦＡ公認 Pro ライセンス、ＪＦＡ公認Ａジェネラルライセンス（（公財）日本スポー

ツ協会コーチ４）、 

ＪＦＡ公認Ｂライセンス（（公財）日本スポーツ協会コーチ３）のいずれかを有する者と

する。 

 

７ 参加得点 

この大会に参加した県に、第 79 回国民スポーツ大会の男女総合成績・女子総合成績の

参加点 10 点が与えられる。ただし、本国スポへの出場権を獲得しながらこの権利を放棄

したときは、参加点は与えられない。 

 

 

 

８ 表 彰 

  代表権を獲得したチームに表彰状を授与する。 
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９ 参加申込方法 

（１）所定の Web ページ（国民スポーツ大会参加申込受付窓口）へアクセスし、必要事項を

入力の上、所属県スポーツ協会を通じて、７月 17 日（木）正午までに申込手続きを完

了すること。 

（２）締切期限以降は所定の Web ページ（国民スポーツ大会参加申込受付窓口）へアクセス

できなくなるので、締切期限を厳守すること。 

 

10 選手の変更 

参加申込締切後の選手交代は、特別の事情がない限り認めない。ただし、特別の事情（疾 

病、傷害等）で選手を交代する場合は、所定の様式に医療機関発行の診断書を添えて実行委員 

会あてに届出を行い、代表者会議で認められなければならない。 

疾病、傷害以外の場合は、（一社）北信越サッカー協会常務理事会による審議を経て変

更を認めるものとする。 

 

（１）提 出 期 限  ８月６日（水）15 時必着 

 

（２）提 出 先  第 46 回北信越国民スポーツ大会実行委員会事務局 

        〒939-8252 富山市秋ケ島 183（富山県総合体育センター内） 

                （公財）富山県スポーツ協会 内 

        TEL 076-461-7138   FAX 076-461-7139  
 

（３）写し提出先  一般社団法人北信越サッカー協会事務局 

          〒936-0078 富山県滑川市高月町 129 

北陸建工グループ アスリートフィールド内 

TEL  076-471-7114   FAX  076-471-6119   

E-mail r-hokusinetu@jfa.or.jp 

 

※ 交代届の原本の提出は、各県のスポーツ協会へご提出ください。

各県スポーツ協会より、「第 46 回北信越国民スポーツ大会実行委

員会事務局」へ提出されます。 

各県スポーツ協会の提出先（メールアドレス）は各県スポーツ協

会へお問い合わせください。 

その際に「（3）写し提出先」の北信越サッカー協会へも「CC:」に

てお送りください。 

 

なお、交代（棄権を含む）があった場合は、大会終了後、第 46 回北信越国民スポーツ大

会実行委員会の指定する日までに、別途、所定の手続きにより参加申込情報を修正すること。 

 

 

mailto:r-hokusinetu@jfa.or.jp
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11 参加上の注意 

（１）ユニフォーム 

ア （公財）日本サッカー協会ユニフォーム規程による。 

イ 「チーム名」として必ず県名を表示すること。 

ウ ユニフォームは、正副２色（シャツ・ショーツ・ストッキング・GK 用共）を参加

申込書に記入すること。参加申込書提出後のユニフォーム・背番号の変更は認め

ない。 

エ ユニフォームへの広告表示は認めない。 

オ フィールド上に（キャプテンとして）識別できるアームバンドを着用したキャプ

テンがいること。（着用するアームバンドは、単色であること） 

カ アンダーシャツは、ユニフォームの袖と同色とする。また、アンダーショーツ、タ 

   イツは、ショーツの裾の部分と同じ色でなければならない。 

キ 各試合のチームの着用ユニフォームは、事前に提出された各県のユニフォーム（写 

真・デザインカンプ）により、（一社）北信越サッカー協会常務理事会にて「ユニ

フォーム使用計画」を策定し、審判委員会の承認を受け、計画に定められたユニフ

ォームを着用する。 

 

（２）選手証の確認は行わない。 

（３）参加資格に違反したり、そのほか不都合な行為があったときは、そのチームの出場を 

停止することもある。 

（４）参加チームの代表者は、必ず代表者会議に出席すること。 

 

12 その他 

（１）諸会議 

  ア 代表者会議 

    日 時： 2025 年 8 月 7 日（木）17 時 00 分 

    会 場： 北陸建工グループ アスリートフィールド セミナールーム   
イ 審判会議 

    日 時： 2025 年 8 月 7 日（木）18 時 00 分 

会 場： 北陸建工グループ アスリートフィールド セミナールーム  
  ウ 規律委員会会議 

日 時： 2025 年 8 月 8 日（金）13 時 00 分 

会 場： （公社）富山県サッカー協会 事務局 

  エ マッチコミッショナー会議 

    日 時： 2025 年 7 月 29 日（火）19 時 00 分 

会 場： （公社）富山県サッカー協会 事務局 

  オ ウェルフェアオフィサー部会会議 

    日 時： 2025 年 7 月 29 日（木）20 時 00 分 

    会 場： （公社）富山県サッカー協会 事務局 
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（２）第 79 回国民スポーツ大会の北信越ブロック代表チーム数は、次のとおりである。 

 

種 別 代表チーム数 

成年男子 １ 

少年男子 ２ 

少年女子 1 

 

13 付記 

雷・台風・気温上昇等の自然災害時には、JFAの「熱中症ガイドラインの改正」や「サッカ

ー活動中における落雷事故防止対策」に則り対応するとともに、可能な限り限られた範囲内で

最大限大会を実施する。実施不可能と判断された場合は、大会本部と各種別競技関係者におい

て対応を決定する。対応策がない場合は抽選で決定する。 
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４ 関係団体一覧 

団  体  名 会  長 
専務理事 

理事長 
事務局長 

事   務   局 

所  在  地 電話番号 

公益財団法人 

日本サッカー協会 
宮本 恒靖 湯川 和之 貝瀬 智洋 

〒112-0004 

東京都文京区後楽 1丁目 4-18 

トヨタ東京ビル 

(050) 

2018-1990 

公益社団法人 

富山県サッカー協会 
根塚  武 横井 憲治 佐野 晃子 

〒936-0078 

滑川市高月町 129 

北陸建工ｸﾞﾙｰﾌﾟｱｽﾘｰﾄﾌｨｰﾙﾄﾞ内 

(076) 

476-0403 

一般社団法人 

長野県サッカー協会 
ﾏｷﾅﾘｰ 浩子 窪  修一 ― 

〒390-8565 

松本市深志 2-6-9 

LON BLDG.3F 

(0263) 

 87-8565 

一般社団法人 

福井県サッカー協会 
仲倉 典克 甲斐 秀治 藤田 智広 

〒910-0016 

福井市大宮 6-17-17 

(0776) 

 28-2990 

一般社団法人 

新潟県サッカー協会 
柄沢 正三 渡邊  滋 舘川 正人 

〒950-1101 

新潟市西区山田 2307-272 

新潟ふるさと村 時の旅人館2F 

(025) 

 233-0100 

一般社団法人 

石川県サッカー協会 
北野 孝一 瀬戸 博邦 北野 真一 

〒920-8203 

金沢市横川 7-50-1 

87 ビル横川 1F 

(076) 

 218-9000 

５ 会場地市町スポーツ主管課 

主  管  課 担当課長 所   在   地 電話番号 

高岡市教育委員会 

生涯学習・スポーツ課 
高山 篤志 〒933-8601 高岡市広小路 7-50 

0766- 

20-1458 

射水市教育委員会 

生涯学習・スポーツ課 
星野 泰志 〒939-0294 射水市新開発 410-1 

0766- 

51-6663 

滑川市教育委員会 

生涯学習・スポーツ課 
高倉 晋二 〒936-8601 滑川市寺家町 104 

076- 

475-1484 

 

６ 第 46 回北信越国民スポーツ大会実行委員会事務局 

会  長 事務局長 所   在   地 電話番号 

新田 八朗 東瀬 義人 

〒939-8252 

富山市秋ケ島 183 番地 

公益財団法人富山県スポーツ協会内 

076- 

461-7138 

第 46 回北信越国民スポーツ大会参加選手・監督 
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【交代（変更）届・棄権届】 
参加申込者 

競 技 名  種 別  
種目＊注) 

(階級) 
 

参加申込者名  

＊注)階級制の競技においては種目欄に階級も記入 

交代（変更）・棄権の理由 

１．体調不良のため（症状：                                 ） 

２．怪我のため 

３. その他（                                        ） 

交代（変更）者（※棄権の場合は記入不要） 

フリガナ  
生年月日 

年  月  日生 

（   歳） 氏    名  

連絡先 

（ＴＥＬ）※１ 

 連絡先 

（メール）※１ 

 

所属区分※２ 
 所属の所在地※

３ 

〒 

職    業 
 勤 務 先 ・ 

学 校 名 等  

 

特 別 大 会 

参加都道府県 

 

 

第 78 回大会 

参加都道府県 

 例外適用

※４ 

 

 

中央競技団体 

登録の有無  
有  ・  無 

有 の 場 合 

番 号 等 

 

 

その他の必要事項 

（身長、体重、記録、段位等） 

 

 

 疾病等による交代の場合は、診断書を添付すること。 

※１ 交代（変更）者が監督の場合は、連絡先を記入 

※２ 都道府県において、所属県について次のいずれかを選択していたかを記入 

成年種別（ア．居住地を示す現住所 イ．勤務地 ウ．ふるさと） 

少年種別 ア．居住地を示す現住所  イ．学校教育法第１条に規定する学校の所在地 ウ．勤務地 

エ．｢JOC エリートアカデミーに係る選手の参加資格の特例措置」に定める小学校の所

地※３ 所在地は、市町村名まで記入 ふるさとを選択した場合は「卒業学校名」を記入 

※４ 今回〔第 79回大会（県及びブロック予選を含む。）〕と第 78 回大会［不出場の場合は 2023 年開催の

特別大会（県及びブロック予選を含む。）］の参加都道府県が異なる場合のみ記入〔１．新卒業者 ２．

結婚又は離婚  ３．ふるさと（成年） ４．一家転住（少年） ５．JOC エリートアカデミー（少

年）６．東日本大震災に係る特例措置 ７．能登半島地震に係る特例措置〕 

令和  年  月  日 
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